
パン粉の日本農林規格

制 定 平成１９年１１月２８日農林水産省告示第１４９１号

最終改正 平成２０年 ８月２９日農林水産省告示第１３６１号

（適用の範囲）

第１条 この規格は、パン粉に適用する。

（定義）

第２条 この規格において、次の表の左欄に掲げる用語の定義は、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとす

る。

用 語 定 義

パ ン 粉 小麦粉又はこれに穀粉類を加えたものを主原料とし、これにイーストを加えたも

の又はこれらに食塩、野菜及びその加工品、砂糖類、食用油脂、乳製品等を加え

たものを練り合わせ、発酵させたものを培焼等の加熱をした後、粉砕したものを

いう。

乾 燥 パ ン 粉 パン粉のうち、水分が１４％以下になるように乾燥したものをいう。

生 パ ン 粉 パン粉のうち、乾燥しないものをいう。

セミドライパン粉 パン粉のうち、乾燥パン粉及び生パン粉以外のものをいう。

（パン粉の規格）

第３条 パン粉の規格は、次のとおりとする。

区 分 基 準

品 性 状 １ 粒の形及び大きさがおおむね斉一であること。

質 ２ 色沢が良好であること。

３ 異味異臭がないこと。

原 食品添加 次に掲げるもの以外のものを使用していないこと。

材 物以外の １ 小麦粉

料 原材料 ２ イースト

３ 米粉、とうもろこし粉、大豆粉、ライ麦粉及びでん粉

４ 米こうじ及び麦芽粉

５ 大豆食物繊維

６ 粉末状植物性たん白

７ 乳製品及び卵

８ 食塩

９ 砂糖類

還元水あめ

醸造酢

食用油脂

野菜及び果実並びにそれらの加工品

食品添加 次に掲げるもの以外のものを使用していないこと。

物 １ 乳化剤

グリセリン脂肪酸エステル、ショ糖脂肪酸エステル及びステアロイル乳酸カ

ルシウム

２ イーストフード

３ 製造用剤

Ｌ－アスコルビン酸

４ ｐＨ調整剤

アジピン酸、酢酸ナトリウム、氷酢酸、ＤＬ－リンゴ酸及びリン酸二水素ナ

トリウム

５ 着色料

アナトー色素、β－カロテン、トウガラシ色素及びベニコウジ黄色素

６ 加工でん粉

アセチル化アジピン酸架橋デンプン、アセチル化リン酸架橋デンプン、アセ



チル化酸化デンプン、オクテニルコハク酸デンプンナトリウム、酢酸デンプン

、酸化デンプン、ヒドロキシプロピルデンプン、ヒドロキシプロピル化リン酸

架橋デンプン、リン酸モノエステル化リン酸架橋デンプン、リン酸化デンプン

及びリン酸架橋デンプン

異 物 混入していないこと。

内 容 量 表示重量に適合していること。

表 義務表示事項 １ 次の事項を表示してあること。

示 名称

原材料名

（

業 内容量

務 賞味期限

用 保存方法

の 製造業者又は輸入業者の氏名又は名称及び住所

製 ２ セミドライパン粉にあっては、１に掲げるもののほか、水分とする。

品 ３ 品質が急速に変化しやすく製造後速やかに消費すべきものにあっては、１の

に に代えて、消費期限とする。

限 ４ 販売業者が製造業者又は輸入業者との合意等により製造業者又は輸入業者に

る 代わってその品質に関する表示を行うこととなっている場合にあっては、１の

に代えて、販売業者とする。

。

５ 輸入品にあっては、１に掲げるもののほか、原産国名とする。

）

、同項の２の水分及び同表 示 の 方 法 １ 義務表示事項の項の１の から までに掲げる事項 

項の３の消費期限の表示は、次に規定する方法により行われていること。

名称

乾燥パン粉にあっては「乾燥パン粉」又は「パン粉」と、生パン粉にあっ

ては「生パン粉」と、セミドライパン粉にあっては「セミドライパン粉」又

は「半生パン粉」と記載すること。

水分

「２８％±２％」等とパーセントの単位で、単位を明記して記載するこ

と。 ただし、この場合において上限値と下限値の差は４％以内であること。

原材料名

使用した原材料を、それぞれア及びイの区分により、次に定めるところに

より記載すること。

ア 食品添加物以外の原材料は、「小麦粉」、「米粉」、「食塩」、「砂糖

」、「ショートニング」、「トマトペースト」等とその最も一般的な名称

をもって、原材料に占める重量の割合の多いものから順に記載すること。

イ 食品添加物は、原材料に占める重量の割合の多いものから順に、食品衛

生法施行規則（昭和２３年厚生省令第２３号）第２１条第１項第１号ホ及

び第２号、第１１項並びに第１２項の規定に従い記載すること。

内容量

内容重量をグラム又はキログラムの単位で、単位を明記して記載するこ

消費期限又は賞味期限

消費期限（定められた方法により保存した場合において、腐敗、変敗その

他の品質の劣化に伴い安全性を欠くこととなるおそれがないと認められる期

限を示す年月日をいう。）又は賞味期限（定められた方法により保存した場

合において、期待されるすべての品質の保持が十分に可能であると認められ

る期限を示す年月日をいう。ただし、当該期限を超えた場合であっても、こ

れらの品質が保持されていることがあるものとする。）を、次に定めるとこ

ろにより記載すること。

ア 製造から消費期限又は賞味期限までの期間が３月以内のものにあっては

、次の例のいずれかにより記載すること。



平成１９年１月１日

１９．１．１

２００７．１．１

０７．１．１

１９０１０１

０７０１０１

イ 製造から賞味期限までの期間が３月を超えるものにあっては、次に定め

るところにより記載すること。

次の例のいずれかにより記載すること。

ａ 平成１９年１月

ｂ １９．１

ｃ ２００７．１

ｄ ０７．１

ｅ １９０１

ｆ ０７０１

の規定にかかわらず、アに定めるところにより記載することができ 

る。

保存方法

製品の特性に従って、「直射日光を避け、常温で保存すること」、「冷暗

所で保存すること」等と記載すること。ただし、常温で保存するものにあっ

ては、常温で保存する旨を省略することができる。

製造業者又は輸入業者の氏名又は名称及び住所

製造業者又は輸入業者（販売業者が製造業者又は輸入業者との合意等によ

り製造業者又は輸入業者に代わってその品質に関する表示を行うこととなっ

ている場合にあっては、当該販売業者）のうち表示内容に責任を有する者の

氏名又は名称及び住所を記載すること。

２ 前項に規定する事項の表示は、次に定めるところにより、容器若しくは包装

の見やすい箇所又は送り状にしなければならない。

表示は別記様式により記載すること。ただし、義務表示事項を別記様式に

よる表示と同等程度に分かりやすく一括して記載する場合は、この限りでな

い。

表示に用いる文字及び枠の色は、背景の色と対照的な色とすること。

表示に用いる文字は、日本工業規格Ｚ８３０５（１９６２）に規定する８

ポイントの活字以上の大きさの統一のとれた活字とすること。ただし、表示

可能面積がおおむね１５０ｃｍ 以下のものにあっては、日本工業規格Ｚ８２

３０５（１９６２）に規定する５．５ポイントの活字以上の大きさの活字と

することができる。

名称については、 の規定にかかわらず、商品の主要面に記載することが 

できる。この場合において、内容量についても、名称と同じ面に記載するこ

とができる。

原材料名を他の義務表示事項と一括して表示することが困難な場合には、

の規定にかかわらず、義務表示事項を一括して表示する箇所にその記載箇

所を表示すれば、他の箇所に記載することができる。

内容量を他の義務表示事項と一括して表示することが困難な場合には、 

の規定にかかわらず、義務表示事項を一括して表示する箇所にその記載箇所

を表示すれば、他の箇所に記載することができる。

消費期限又は賞味期限を他の義務表示事項と一括して表示することが困難

な場合には、 の規定にかかわらず、義務表示事項を一括して表示する箇所

にそれらの記載箇所を表示すれば、他の箇所に記載することができる。この

場合において、保存方法についても、義務表示事項を一括して表示する箇所



にその記載箇所を表示すれば、消費期限又は賞味期限の記載箇所に近接して

記載することができる。

表示禁止事項 次に掲げる事項は、これを表示していないこと。

義務表示の項の規定により表示すべき事項の内容と矛盾する用語

その他内容物を誤認させるような文字、絵その他の表示

２ 使用する小麦粉の灰分は、６００℃燃焼灰化法により測定して０．５８％以下でなければならない。

（測定方法）

第４条 水分の測定方法は次のとおりとする。

アルミ製蓋付ひょう量缶（直径約５５ｍｍ、深さ２５ｍｍ）をあらかじめ恒量とし、これに試料約３ｇ

を正確に量りとる。

常圧加熱乾燥器（温度制御幅が±２℃以内のもの）を１３５℃に加熱し、乾燥器に入れて１８０分間乾

燥する。

乾燥が終了した後、デシケーター内で放冷し、ひょう量する。

次式により水分を求める。

乾燥前の試料及びひょう量缶の重量（ｇ）－乾燥後の試料及びひょう量缶の重量（ｇ）

水分（％）＝

乾燥前の試料及びひょう量缶の重量（ｇ）－ひょう量缶の重量（ｇ）

×１００

別記様式（第３条関係）

名 称

水 分

原材料名

内 容 量

賞味期限

保存方法

原産国名

製 造 者

備考

１ この様式中「名称」とあるのは、これに代えて「品名」と記載することができる。

２ 第３条の表義務表示の項３の規定により賞味期限に代えて消費期限を表示すべき場合にあっては、こ

の様式中「賞味期限」を「消費期限」とすること。

３ 表示内容に責任を有する者が販売業者又は輸入業者である場合にあっては、この様式中「製造者」と

あるのは、それぞれ「販売者」又は「輸入者」とすること。

４ 表示しない項目にあっては、この様式中その項目を省略すること。

５ 第３条の表表示の方法の項２の により記載する場合にあっては、この様式中それぞれ名称又は内容

量の項目を省略することができる。

６ この様式は、縦書きとすることができる。

７ この様式の枠を記載することが困難な場合には、枠を省略することができる。

８ 他法令により表示すべき事項は、枠内に記載することができる。

附 則（平成１９年１１月２８日農林水産省告示第１４９１号）

この告示は、公布の日から起算して３０日を経過した日から施行する。

（最終改正の施行期日）

平成２０年８月２９日農林水産省告示第１３６１号については、平成２０年１０月１日から施行する。


